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◆◆◆◆はじめにはじめにはじめにはじめに    

 不法投棄監視協力員の皆様方におかれましては、日頃から本県の廃棄物行政に御理解と

御協力を賜り、厚く感謝申し上げます。 
さて、不法投棄監視協力員は、平成２５年８月１日現在で１，０１３名の方々に登録を

いただいております。本年７月には、平成２０年度に登録された方々が登録後５年を経過

したため、登録更新（登録継続等）の手続きを行いました。今後とも、皆様方には、不法

投棄の未然防止、早期発見のため、通報等に御協力くださいますようお願いします。 
なお、県外への転居、健康上等の理由により、登録の辞退を希望される場合は、環境整

備課又は各林務環境事務所にその旨を申し出てください。 
 

◆◆◆◆山梨県山梨県山梨県山梨県のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄のののの状況状況状況状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２４年度中に山梨県内で新規に確認された不法投棄廃棄物の投棄量は９２０ｔ（対

前年度比４０.６％増）、投棄箇所数は６７９箇所（対前年度比７.９％増）となっています。 
過去６年間の推移をみると、新規確認の投棄量にはバラツキがありますが、投棄箇所数

は減少傾向となっています。 
 

◆◆◆◆携帯用携帯用携帯用携帯用のののの不法投棄等発見通報不法投棄等発見通報不法投棄等発見通報不法投棄等発見通報マニュアルをマニュアルをマニュアルをマニュアルを同封同封同封同封しましたしましたしましたしました    

 手帳や財布等に入るサイズに折りたためる「不法投棄等発見通報マ

ニュアル」（通報先一覧、通報のポイント等）を平成２２年度に作成し

ました。今回の「不法投棄監視協力員たより」に同封しますので、御

活用ください。 

• このグラフは、各林務環境事務所で把握・確認した不法投棄量及び箇所数等を集計したものです。 
• 市町村で独自に発見、撤去した小規模な不法投棄は含まれていません。 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

投棄量（ｔ） 564 1,218 565 489 654 920

箇所数 815 902 704 683 629 679
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県内県内県内県内のののの不法投棄新規確認箇所数及不法投棄新規確認箇所数及不法投棄新規確認箇所数及不法投棄新規確認箇所数及びびびび新規確認投棄量新規確認投棄量新規確認投棄量新規確認投棄量のののの推移推移推移推移

投棄量（ｔ）

箇所数



◆◆◆◆通報事例通報事例通報事例通報事例のののの紹介紹介紹介紹介    

 通報で判明した不法投棄の事例を御紹介します。 
 
＜事例＞ 

通報時期： 平成２４年９月 
通報内容： 建設解体廃棄物が最近投棄

された山林の現場方向に、ト

ラックが向かった。 
投 棄 物： 木くず（建設解体廃棄物） 

 
この通報を受け、地元警察署が急行し

たところ、現場で行為者を確認し、行為

者２名が廃棄物処理法違反（不法投棄）

で逮捕されました。 
その後の取り調べで、さらに関与者１

名が判明・逮捕されました。 
投棄された木くずは、行為者により全

量撤去され、適正に処分されました。 
 

◆◆◆◆不法投棄等不法投棄等不法投棄等不法投棄等によるによるによるによる刑罰刑罰刑罰刑罰のののの事例事例事例事例のののの紹介紹介紹介紹介    

 不法投棄や不法焼却は、５年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金に処せられ、又

はこれを併科されます（廃棄物処理法第 25 条第 1 項第 14 号及び第 15 号）。実際の不法投

棄等の事件では、刑事手続きの中で様々な事情が考慮され、判決等で刑罰の内容が決まり

ます。山梨県内の不法投棄事件等における確定した刑罰を御紹介します。 
 
 NoNoNoNo    事件内容事件内容事件内容事件内容                    （（（（    ））））内内内内はははは逮捕又逮捕又逮捕又逮捕又はははは起訴起訴起訴起訴されたされたされたされた年年年年    刑罰刑罰刑罰刑罰    

1 都内建設業者が甲州市の資材置場で建設廃材（約１０ｍ3）を野外

焼却した事件（平成１８年） 

懲役１年（執行猶予３年） 

罰金４０万円 

2 大月市内の解体業者が解体による産業廃棄物（約１１ｍ3）を自宅敷

地及び農地に不法投棄した事件（平成１８年） 

懲役２年（執行猶予３年） 

罰金法人３００万円 

個人１００万円 

3 産業廃棄物中間処理業者が忍野村の民有地に茶殻やおからを不

法投棄した事案で、中間処理業者は「茶殻とおからの混合物は堆

肥である」などと主張し、不法投棄を認めなかったが、県は同人を不

法投棄で告発した事件（平成２０年） 

懲役２年（執行猶予３年） 

罰金５０万円 

 

4 大月市の解体業者による上記２の事案において、自宅敷地及び農

地３箇所に堆積した産業廃棄物の全量撤去を命じた措置命令に従

わないため、県は同人を告発した事件（平成２１年） 

懲役１年６か月 

罰金１００万円 

 

5 都内の店舗併用住宅の解体で発生した産業廃棄物（約３.７ｔ）が身

延町に不法投棄された事件（平成２２年） 

懲役２年４か月（執行猶予

３年）、罰金５０万円 

6 韮崎市で建設廃材（フレコンパック２袋分）が野外焼却された事件

（平成２２年） 

罰金２０万円 

 

7 甲府市内の家屋の解体で発生した産業廃棄物（約５５ｍ3）が北杜

市に不法投棄された事件（平成２２年） 

罰金１００万円 

 

8 不用品回収により集められた衣類、家財道具などの一般廃棄物（約

１ｔ）が南アルプス市に不法投棄された事件（平成２３年） 

懲役１年（執行猶予４年） 

罰金５０万円 

9 道志村の山林に木造建物の解体で発生した産業廃棄物（約１.5ｔ）

が不法投棄された事件（平成２４年） 

懲役１年（執行猶予３年） 

罰金５０万円 
 



 ◆◆ ◆◆
冊

子
冊

子
冊

子
冊

子
のの のの

折折 折折
りり りり

込込 込込
みみ みみ

方方 方方
    

実
線

の
部

分
（
外

枠
と

中
央

部
）
を

切
り

は
な

し
て

、
下

の
よ

う
に

折
り

込
ん

で
く
だ

さ
い

。
 

  

 ６６ ６６
    

通
報

先
一

覧
通

報
先

一
覧

通
報

先
一

覧
通

報
先

一
覧

    
 ◆

中
北
林

務
環

境
事

務
所
 

T
E
L:

05
51

(2
3)

30
90

 
FA

X:
05

51
(2

3
)3

09
7 

e
-
ma

il
:c

h-
ri

nm
uk

@p
re

f.
ya

ma
na

s
hi

.l
g.

jp
 

管
轄

：
甲

府
市

、
韮

崎
市

、
南

ア
ル

プ
ス

市
、

北
杜

市
、

甲
斐

市
、

中
央

市
、

昭
和

町
 

 ◆
峡

東
林

務
環

境
事

務
所
 

T
E
L:

05
53

(2
0)

27
39

  
FA

X:
05

53
(2

0
)2

72
8 

e
-
ma

il
:k

t-
ri

nm
uk

@p
re

f.
ya

ma
na

s
hi

.l
g.

jp
 

管
轄

：
山

梨
市

、
笛

吹
市

、
甲

州
市

 
 ◆

峡
南
林

務
環

境
事

務
所
 

T
E
L:

05
5(

24
0)

41
41

  
FA

X:
05

5(
24

0
)4

18
9 

e
-
ma

il
:k

n-
ri

nm
uk

@p
re

f.
ya

ma
na

s
hi

.l
g.

jp
 

管
轄
：
市

川
三

郷
町

、
早

川
町

、
身

延
町

、
南

部
町

、
富

士
川

町
 

 ◆
富

士
・

東
部

林
務

環
境

事
務

所
 

T
E
L:

05
54

(4
5)

78
11

 
FA

X:
05

54
(4

5
)7

80
7 

e
-
ma

il
:f

t-
ri

nm
uk

@p
re

f.
ya

ma
na

s
hi

.l
g.

jp
 

管
轄

：
富

士
吉

田
市

、
都

留
市

、
大

月
市

、
上

野
原

市
、

道
志

村
、

西
桂

町
、

忍
野

村
、

山
中

湖
村

、
鳴

沢
村

、
富

士
河

口
湖

町
、

小
菅

村
、

丹
波

山
村

 

             

    

 ５５ ５５
    

通
報

通
報

通
報

通
報

す
る

す
る

す
る

す
る

内
容

内
容

内
容

内
容

    
 （

１
）
 通

報
者
の

氏
名

、
連

絡
先
 

（
２

）
 発

見
日
時
 

（
３

）
 発

見
場
所
 

◆
付

近
の

特
徴

、
目

印
、

進
入

路
等
 

◆
略

図
 

（
４

）
 発

見
状
況
 ・

目
撃
内

容
 

◆
発

見
・

目
撃

パ
タ

ー
ン
 

□
 
不

法
投

棄
さ

れ
た

廃
棄

物
を

発
見

 

□
 
廃

棄
物

の
不

法
投

棄
行

為
を

目
撃

 

□
 
廃

棄
物

を
積

ん
だ

不
審

車
両

を
目

撃
 

□
 
廃

棄
物

の
野

外
焼

却
を

発
見

 

◆
廃

棄
物

の
種

類
 

◆
廃

棄
物

の
量
 

縦
×

横
×

高
さ

、
ダ

ン
プ

○
台

分
等
 

◆
車

両
の

様
子
 

ナ
ン

バ
ー

、
車

種
、

色
、

台
数

等
 

◆
行

為
者

の
特

徴
 

氏
名
、
風
貌
、
会
社

名
、
電
話

番
号
等
 

◆
周

辺
へ

の
影

響
 

に
お

い
、

水
の

汚
染

等
  
 

 
な

ど
 

11 11
    

不
法

投
棄

不
法

投
棄

不
法

投
棄

不
法

投
棄

と
は

と
は

と
は

と
は

    
 

法
律

で
は
「

何
人

も
み

だ
り
に

廃
棄
物

を
捨

て
て

は
な

ら
な

い
。
」

と
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
こ

れ
に
反

し
て
「
み

だ
り

に
」
廃

棄
物

を
捨

て
る

こ
と
を

不
法

投
棄

と
い

い
ま

す
。
 

  
特

に
、

産
業

廃
棄

物
を

処
分

す
る

た
め

に
は

、
法

律
に

基
づ

く
知

事
等
の

許
可
を

受
け

た
者

に
処
理

を
委

託
す

る
か
、
自

ら
許
可

を
受

け
て

処
理
す

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
許

可
を

受
け

て
い

る
場

所
に

は
、
許

可
内
容

を
示
す

看
板

や
囲

い
が
設

置
さ

れ
て

い
ま

す
か

ら
、
そ
れ

以
外

の
場

所
に

廃
棄

物
を

放
置

し
た

り
、
自
分

の
土

地
で

あ
っ

て
も

穴
を

掘
っ

て
埋

め
た

り
す

る
こ

と
は
、

不
法

投
棄

に
あ

た
り

ま
す
。
 

  

 ４４ ４４
    

不
法

投
棄

等
不

法
投

棄
等

不
法

投
棄

等
不

法
投

棄
等

をを をを
発

見
発

見
発

見
発

見
し

た
し

た
し

た
し

た
場

合
場

合
場

合
場

合
はは はは

    
  

不
法

投
棄

、
不

法
焼

却
を

発
見

し
た

場
合

は
、

直
ち

に
「

６
 
通

報
先

一
覧

」
の

各
林

務

環
境

事
務

所
又

は
 

      に
通

報
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 ※
電

話
で
も

、
フ

ァ
ク
シ

ミ
リ
で

も
、
電

子
メ

ー
ル

で
も

構
い

ま
せ
ん

。
 

※
通

報
者
の

秘
密
は

守
り
ま

す
。
 

※
空

き
缶
、
た

ば
こ

の
ポ
イ

捨
て
な

ど
、
軽

微
な
も

の
は
、

通
報

の
対
象

で
は
あ

り
ま
せ

ん
。
 

 （（ （（
注

意
事

項
注

意
事

項
注

意
事

項
注

意
事

項
）） ））

    
◆

廃
棄

物
を

投
棄

し
た

関
係

者
に

直
接

接
触

し
た

り
、
連

絡
す

る
こ

と
は

、
危

険
が

伴
う

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

の
で

、
そ

の
よ

う
な

行
動

は
避

け
て

く
だ

さ
い

。
 

２２ ２２
    

不
法

投
棄

不
法

投
棄

不
法

投
棄

不
法

投
棄

のの のの
問

題
点

問
題

点
問

題
点

問
題

点
    

 ◆
環

境
汚

染
を

引
き

起
こ

し
ま

す
。
 

 

不
法

投
棄

さ
れ

た
廃

棄
物

は
、
自

然
環

境
や

地
域

の
景

観
を

損
な

う
だ

け
で

な
く

、
廃

棄
物

の
種

類
に

よ
っ

て
は

、
将

来
に

わ
た

っ
て

、
悪

臭
や

地
下

水
汚

染
な

ど
公

害
問

題
を

発
生

さ
せ

、
健

康
や

生
活

に
も

悪
影

響
を

及
ぶ

こ
と

が
あ

り
、
回

復
困

難
な

負
の

遺

産
と

し
て

の
こ

り
ま

す
。

 
 ◆

原
状

回
復

に
は

多
大

な
費

用
が

か
か

り
ま

す
。
 

 ◆
不

法
投

棄
を

根
絶

し
な

い
限

り
、
循

環
型

社
会

を
形
成

し
て

い
く

こ
と

は
で

き
ま
せ
ん
。
 

 

不
法

投
棄

さ
れ

た
廃

棄
物

に
は

、
本

来
有

効
な

資

源
と

し
て

活
用

さ
れ

る
べ

き
も

の
も

含
ま

れ
て

お

り
、
不

法
投

棄
は

、
循

環
型

社
会

の
形

成
に

反
す

る

も
の

で
す

。
 

 ３３ ３３
    

不
法

不
法

不
法

不
法

焼
却

焼
却

焼
却

焼
却

のの のの
禁

止
禁

止
禁

止
禁

止
    

 
法

律
で
は

、
廃

棄
物

の
焼

却
が

一
定
の

例
外

を
除

い
て

禁
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

      ◆
例

外
 

１
）

廃
棄
物

処
理
基

準
に
従

っ
て
行

う
も

の
 

 
２

）
他
法

令
又
は

こ
れ
に

基
づ
く

処
分

に
よ

り
行

う
も
の
 

 
３

）
公

益
上

若
し

く
は

社
会

の
慣

習
上

や
む

を
得

な
い

廃
棄

物
の

焼
却

又
は

周
辺

地
域

の
生

活
環

境
に

与
え

る
影

響
が

軽
微

で
あ
る

も
の
（

政
令
で

定
め

る
）
 

○
国

又
は
地

方
公
共

団
体
が

そ
の
施

設
の

管
理
 

を
行

う
た
め

に
必
要

な
も
の
 

○
災

害
の
予

防
、
応

急
対
策

又
は
復

旧
の

た
め
 

に
必

要
な
も

の
 

○
風

俗
慣
習

上
又
は

宗
教
上

の
行
事

を
行

う
た
 

め
に

必
要
な

も
の
 

○
農

業
、
林

業
又
は

漁
業
を

営
む
た

め
に

や
む
 

を
得

な
い
も

の
と
し

て
行
わ

れ
る
も

の
 

○
た

き
火
そ

の
他
日

常
生
活

を
営
む

上
で

通
常
 

行
わ

れ
る
も

の
で
軽

微
な
も

の
 

   

山折り 

谷折り 

キ
リ
ト
リ 

キ
リ
ト
リ 

谷折り 

(( (( 罰
則

罰
則

罰
則

罰
則

)) ))     
不

法
投

棄
を

お
こ

な
っ

た
者

は
、

５
年

以
下

の
懲

役
若

し
く

は
１

,０
０

０
万

円
(法

人
は

３
億

円
)以

下
の

罰
金

に
処

せ
ら

れ
、

又
は

こ
れ

が
併

科
さ

れ
ま

す
。

 
 ※

不
法

投
棄

の
未

遂
行

為
も

同
様

に
処

罰
の

対
象

で
す

 

山
折
り 

 不
法

投
棄
等

発
見

通
報
 

マ
ニ

ュ
ア
ル
 

  

(( (( 罰
則

罰
則

罰
則

罰
則

)) ))     
不

法
焼

却
を

お
こ

な
っ

た
者

は
、

５
年

以
下

の
懲

役
若

し
く

は
１

,０
０

０
万

円
(法

人
は

３
億

円
)以

下
の

罰
金

に
処

せ
ら

れ
、

又
は

こ
れ

が
併

科
さ

れ
ま

す
。

 
 ※

不
法

焼
却

の
未

遂
行

為
も

同
様

に
処

罰
の

対
象

で
す

 

    
環

境
整

備
課

環
境

整
備

課
環

境
整

備
課

環
境

整
備

課
    

廃
棄

物
不

法
投

棄
対

策
担

当
廃

棄
物

不
法

投
棄

対
策

担
当

廃
棄

物
不

法
投

棄
対

策
担

当
廃

棄
物

不
法

投
棄

対
策

担
当

    
    T

E
L
:0

5
5
(2

2
3
)1

5
1
7
  

F
A

X
:0

5
5
(2

2
3
)1

5
0
7

T
E

L
:0

5
5
(2

2
3
)1

5
1
7
  

F
A

X
:0

5
5
(2

2
3
)1

5
0
7

T
E

L
:0

5
5
(2

2
3
)1

5
1
7
  

F
A

X
:0

5
5
(2

2
3
)1

5
0
7

T
E

L
:0

5
5
(2

2
3
)1

5
1
7
  

F
A

X
:0

5
5
(2

2
3
)1

5
0
7     

ee ee
-- --
m

ai
l

m
ai

l
m

ai
l

m
ai

l :k
an

ky
o

:k
an

ky
o

:k
an

ky
o

:k
an

ky
o
-- --
sb

@
pr

ef
.y

am
an

as
h
i.
lg

.j
p

sb
@

pr
ef

.y
am

an
as

h
i.
lg

.j
p

sb
@

pr
ef

.y
am

an
as

h
i.
lg

.j
p

sb
@

pr
ef

.y
am

an
as

h
i.
lg

.j
p
    

山
折
り 

不
法

投
棄

等
不

法
投

棄
等

不
法

投
棄

等
不

法
投

棄
等

    
発

見
通

報
発

見
通

報
発

見
通

報
発

見
通

報
マ

ニ
ュ

ア
ル

マ
ニ

ュ
ア

ル
マ

ニ
ュ

ア
ル

マ
ニ

ュ
ア

ル
    

     

こ
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
は

、
不

法
投

棄
・

不
法

焼
却

な
ど

の
不

適
正

処
理

に
対

し
て

県
民

か
ら

情
報

を
寄

せ
て

い
た

だ
く

た
め

に
、

通
報

先
・

通
報

内
容

等
を

示
し

、
未

然
防

止
、

早
期

発
見

及
び

速
や

か
な

対
応

に
よ

る
拡

大
防

止
を

図
り

、
良

好
な

生
活

環
境

の
保

全
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
に

作
成

し
て

い
ま

す
。

 

  

山
梨

県
山

梨
県

山
梨

県
山

梨
県

 

※※※※外枠外枠外枠外枠とととと中央部中央部中央部中央部のののの実線実線実線実線のののの部分部分部分部分をカッターでをカッターでをカッターでをカッターで切切切切りりりり離離離離してしてしてして、、、、折折折折りりりり込込込込んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。    
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発見状況 □不法投棄された廃棄物を発見 
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□廃棄物の野外焼却を発見 
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（投棄場所を特定するための目印になるようなもの又は付近の略図等） 

 

 

※連絡通報をいただいた方の秘密は守ります。 
 

※マニュアルの裏面となりますので、コピーしてお使いください。 


